
 

 
 

 

 

計画の推進及び進行管理はＰＤＣＡサイクルを基本とし、具体的な取り組みの検 

討をはじめ、計画の進捗状況等の確認と評価、見直しなどを行います。 

 

 

計画の策定（Ｐlan） 

 ・課題、現状の把握 

 ・方向性、目標の設定 

 ・スケジュールの決定 

 

 計画の実施（Do） 

      ・取り組みの実施 

      ・計画の推進 

計画の改善（Action） 

 ・取り組みの見直し 

 ・計画の見直し 

 ・改善策の検討 

 

 計画の評価（Ｃheck） 
      ・取り組みの評価 

      ・計画の評価 

      ・進捗状況の確認 

 

 

 なお、具体的な取り組みや数値目標等については、計画の推進・評価体制を構築 

して改めて協議・検討していくこととしており、更に多くの役職員が協議・検討の 

場に参画し、自分たちの組織及び職場をよく理解し、アイデアを出しあうことで、 

よりよい組織及び職場環境づくりにつながることが期待されます。 

 

 

推進・評価体制 主な役割 

発展・強化計画評価委員会 

本計画の進捗状況の確認及び評価等を行い、以後の計画

の推進や改善に向けた提案や助言を行います。また、本計

画の評価結果を踏まえ、次期計画の策定に向けた助言等

も行います。 

発展・強化計画推進プロジ

ェクトチーム 

本計画の推進及び評価に関する全般についての企画立案

を行うほか、評価委員会や専門会議等から出された取り

組みや改善策等の提案を踏まえ、その反映と実践に向け

た調整を行います。 

重点施策検討専門会議 

ワークショップ会議等から出された提案を踏まえなが

ら、各重点施策の展開に向けた検討や見直し等を行い、具

体的な取り組みや改善策等の提案を行います。 

ワークショップ会議 

本計画の推進に関するテーマに基づいて意見交換や情報

交換などを行い、その結果を踏まえた取り組みに関する

提案などを行います。 
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横手市社会福祉協議会 

第１次発展・強化計画 
（計画期間：令和４～６年度） 

 

横手市社会福祉協議会（横手市社協）では、地域や社会の状況の変化、また組織 

      の事業運営・経営の課題などを踏まえ、地域に必要とされ、選ばれる組織づくりを 

進めていくための指針となる「第１次発展・強化計画」を策定しました。 

 

 

 

       計画の策定にあたり、組織内の課題や役職員等からの意見・アイデア、また社協 

が担うべき役割などを踏まえ、まずは横手市社協がめざす“事業運営・経営ビジョ 

ン”を設定しました。 

なお、このビジョンは“横手市社協の発展・強化のために、優先して進めるべき 

取り組み”でもあることから、これを本計画の「重点施策」としました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

重点施策の設定 

概要版 
計画の推進、進行管理 

PDCA 

サイクル      

○役職員等の意見を踏まえた必要な取り組み 

の検討と整理 

○組織内の点検・確認 

による課題の抽出 

○事業運営・経営に関する考え方や方向性 

の反映 

「事業運営・経営ビジョン＝本計画の重点施策」の設定 
 



 

 
 

 

 

設定した７つの「重点施策」の展開に向けて、それぞれの方向性や計画期間中 

にめざす目標などをまとめました。 
 

 

 

 

 

       地域住民や関係機関・団体等が参画する「連携・協働の場」として、 

地域や多職種、他法人等との連携強化や協働による取り組みの推進、 

福祉活動への参加促進等を目的に社協会員制度の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

事業運営・経営面等において関係性の深い行政との連携強化を図る 

      とともに、地域福祉計画・地域福祉活動計画の一体的な策定やその推 

進を通じて、地域課題の解決に向けた協働による取り組みを進めます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

法人運営、地域福祉、介護保険事業の３つの部門で構成される組織 

      体制を活かし、部門間の連携や職員同士の信頼関係を強化しながら、 

社協にしか果たせない“オール社協”による事業展開に努めます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉活動の担い手確保や福祉・介護サービスの利用拡大に向け、活 

      動やサービスなどの「見える化」や積極的な情報の「見せる化」を進 

めるほか、わかりやすい窓口の整備などに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

地域課題の解決に向けた取り組みや質の高いサービスを提供するた 

め、職員の採用や育成等に関する計画の整備のほか、本会職員として 

取るべき行動の明確化、業務評価や処遇の見直しなどを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

働きやすい、また働き続けられる職場づくりをめざし、職員同士の 

      交流促進や働き方の見直し、ハラスメント対策の強化のほか、職場環 

境の整備を図りながら事業の効率化と業務負担の軽減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

地域から支持や信頼が得られる適切な事業運営・経営をめざし、事 

業拠点や組織体制の整備を図りながら、緊急時の適切な対応や不祥事 

等の防止、財政計画の策定などにより組織基盤の強化に努めます。 

 

 

 

 
 

「連携・協働の場(プラットフォーム)」としての役割を 

発揮し、地域との協働による事業展開 

行政とのパートナーシップを深め、継続的かつ安定的な 

地域課題の解決に向けた協働による取り組みの推進 
 

部門連携と信頼関係の強化を図り、“オール社協”による 

地域福祉の推進 

地域住民の生活を支える社協の“見える化・見せる化” 

の推進 

専門性を重視した計画的な人材確保・育成及び適切な 

業務評価に基づく処遇への反映 

職員の意見を踏まえた、個々の能力が十分に発揮できる 

健康で働きやすい職場環境の整備 

地域に開かれた責任ある団体として、信頼され安定した 

組織経営に向けた基盤強化 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 

重点施策の展開 


